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国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング（議事録） 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成28年１月８日（金）14:33～14:48 

２ 場所 永田町合同庁舎７階特別会議室 

３ 出席 

＜ＷＧ委員＞ 

座長 八田 達夫 アジア成長研究所所長 

         大阪大学社会経済研究所招聘教授 

委員 阿曽沼 元博 医療法人社団滉志会瀬田クリニックグループ代表 

＜関係省庁＞ 

梛野 良明 国土交通省都市局公園緑地・景観課長 

町田  誠 国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境室長 

中井 淳一 国土交通省都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室長 

望月 一彦 国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境室国際緑地環境対策官 

横田 僚子 国土交通省都市局公園緑地・景観課長補佐 

西川 裕一 国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境技術係長 

＜事務局＞ 

塩見 英之 内閣府地方創生推進室参事官 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 生産緑地地区における農家レストランの設置について 

３ 閉会 

 

 

○塩見参事官 続きまして、次のこまをさせていただきます。ちょっと前が押しまして、

大変お待ちいただきまして、申しわけございませんでした。 

 去る12月３日のワーキンググループにおきまして、農家レストランについて御議論いた

だきました。いわゆる農振農用地では既に農家レストランの制度が特区で認められている

わけでございますけれども、生産緑地地区においてはこれができないという御提案、御要

望もありまして、前回から御議論いただいております。 

 前回の御議論の中では、税制の特例があるから転用をより厳しくしなければいけないと

いった御説明がありましたので、その点をもう少し詳しく説明をしていただくべく、きょ

うは資料を御用意いただいておりますので、議論を継続していただければと思います。 
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 それでは、座長、よろしくお願いいたします。 

○八田座長 お忙しいところをお越しくださいまして、ありがとうございます。 

 それでは、早速、御説明をお願いいたします。 

○梛野課長 お時間をいただきまして、どうもありがとうございます。国土交通省の公園

緑地・景観課長でございます。 

 今日、用意させていただきましたのは、前回の補足的な説明の資料になります。前回八

田先生からも前向きに検討するように伺っておりますので、その後の検討内容につきまし

て申し上げたいと思います。 

 最初に、青い表紙の資料でございますけれども、２枚紙になっております。 

 「生産緑地地区内における『農地レストラン』の設置について」というペーパーでござ

います。これは前回も同様の資料を提出させていただいておりますけれども、生産緑地制

度というものは法律と税制とが一体となった制度になっております。 

 生産緑地地区の場合は、農振農用地とは違いまして、原則として宅地として取り扱われ

る市街化区域内農地の特例になっております。税制当局から言わせますと、あくまでも例

外的な特例措置ということでございまして、結局、前回お話ししたことと同様でございま

すけれども、この農家レストランというものが、転用制限の強化と土地税制の合理化を図

る、税制と連動した制度全体に影響を及ぼすこととなる以上は、農振農用地の場合と違っ

て、転用制限を緩和するということになりますので、税務当局との協議が必要ではないか

と考えております。 

 前回、説明が不十分だった点について、２枚目の紙に記載しております。 

 前回十分に説明していなかったのですが、資料の左側に記載している農振法に基づく農

業用施設の中には、製造・加工施設あるいは販売施設といったものが含まれるわけですけ

れども、生産緑地に設置可能な施設としては、そのような施設は含まれておりません。 

 生産緑地は農地でもありますけれども、都市の中、市街地の中での緑地としての機能を

維持・保全することを法律の目的にしておりますので、その機能を失わない、その機能を

維持するための施設に限定して生産緑地地区内への設置を認めております。 

 資料の右側に列記している、生産緑地法第８条第２項と生産緑地法施行令第４条に規定

している施設に限定しているということでございます。 

 このような意味で、農家レストランのような販売施設を認めることは、生産緑地制度全

体に関わる話であることから、税制にも関係する話になるのではないかと考えているとこ

ろでございます。 

 以上を踏まえての現在の検討については別途、参考資料１、２を用意させていただきま

した。前回も申し上げましたが、実は都市農業振興基本法が昨年４月22日に制定されてお

りまして、真ん中の右側の記載ですけれども、現在、農林水産省と都市農業振興基本計画

というものを策定中でございまして、春頃には、政府として閣議決定をし、公表する予定

になってございます。この基本計画を踏まえ、生産緑地制度を含む、都市農地の保全に係
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る制度全体の見直しを行うことを予定してございます。 

 一番下の欄をご覧下さい。この都市農業振興基本法の中には、「国等が講ずべき基本的

施策」として⑤に「農産物の地元における消費の促進」という、まさに農家レストランに

関係する内容がうたわれているところでございます。 

 そのため、生産緑地地区に設置可能な施設として農家レストランを追加することも当然

あり得るかなとも考えており、緑地としての環境機能の確保等に留意しながら、特に税制

等の取り扱いも含めまして、都市農地の保全にかかわる制度全体の見直しの中で、検討し

ていきたいと考えているところでございます。 

 なお、参考資料２が、昨年末の与党の税制改正大綱でございまして、２ページ目に検討

事項として、都市農業については、先ほど申し上げた都市農業振興基本計画に基づき、都

市農業のための利用が継続される土地に関し、市街化区域外の農地とのバランスに配慮し

つつ土地利用規制等の措置が検討されることを踏まえ、以下、税制上の措置を検討すると

あります。 

 今般、与党の税調の中でも、都市農業振興基本計画に基づいた税制上の措置を考えてい

くことになっておりますので、先ほど申し上げたように、都市農業振興基本法を受けた都

市農業振興基本計画を踏まえた全体の見直しの中で、生産緑地地区内の農家レストランの

設置について検討していきたいということでございます。 

 説明は、以上でございます。 

○八田座長 どうもありがとうございました。 

 私どもワーキングのところには特区での提案があったのですが、少なくともこの振興基

本法の中に、こういう考え方をこれからも反映していただくべく密接に情報交換をし続け

ていただけるということでしょうか。 

○梛野課長 はい。 

○八田座長 阿曽沼先生、どうでしょうか。 

○阿曽沼委員 もしそうであるとすれば、明確に農家レストランができるのと、現在の基

本設計の中に組み込むのであると、スケジュール感を確認したいと思います。実施可能時

期の確認です。これが公表されて、実際にできるのはいつになるのでしょうか。 

○梛野課長 基本計画は、先ほど申し上げたように、今年の春頃に閣議決定の予定となっ

ておりますが、基本計画の策定・公表を受けて制度改正に入っていくことになろうかと思

います。制度改正の中で、生産緑地法令を改正し、生産緑地地区内に設置可能な施設を少

し広げる方向性も視野に入れて考えていきたいと思います。先ほど申し上げましたように、

生産緑地制度は法と税制とがパッケージで動いており、生産緑地への課税については、市

街化区域内の土地は基本的には宅地並み課税という中での特例措置になっていますので、

税制要望のスケジュールも踏まえて全体の動きの中で検討していくことになります。 

 このため、基本計画を受けた次の制度改正の中で検討していくことになろうかと思いま

す。 
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○阿曽沼委員 来年度中ということになりますかね。 

○梛野課長 来年度中となると難しいのではないかと思います。制度改正が法律改正にな

りますと、当然、次の通常国会に改正法案を提出することになります。 

○八田座長 今までいろいろな事例があって、通常国会、全国措置をなされる前に、特区

で早出しするというのはほかにもありました。 

 ですから、こことの整合性ということもあるとは思いますけれども、ちょっと遅くなる

ようでしたら、特区のほうは特区でまた別途ということもあり得ることはお願いしたいと

思います。 

 その手続論に入る前に、私どもが思うには、税のことは、いろいろな考え方があるとは

思うけれども、少なくともその時点で見る限り基本的には増収になるわけで、普通の減収

になるものとはまたちょっと違うかなということがあります。 

 もう一つは、事務局に調べていただいたのですけれども、農振農用地と生産緑地とでど

んなものについては転用できるかということについて、平成12年の追加が行われるまでは

大体同じようなものだと。ところが、農振農用地のほうは、製造、加工、販売というもの

が平成12年のときに加わって、生産緑地は加わらなかったという事情があった。それまで

は基本的には似たようなものだったのだから、これを加えていただくことは、やはり農業

の振興に役立つから広げるわけだから、理屈の上でも成り立つのではないか。 

 ましてや、先ほど御紹介いただいたような自家消費にも貢献するということが、今度、

新しくうたわれるなら、今のような背景とも合致するのではないかと思うので、根本的に

これは農業振興のためにいいのではないかと思っています。 

 だから、私どももこれで完全に降りますとは言えなくて、なるべく早くできるようにと

いうことをいつも思っております。今後当分は、どうなるかということをフォローさせて

いただき、これを見守りたいとは思います。 

○梛野課長 都市農業振興基本計画の中で明示されれば、基本計画を受けて制度改正を検

討していくことになります。税制当局との調整においても、法制度と税制度はセットで検

討するというのが党税調の考え方でもありますので、制度全体の検討の中で今回の検討も

進めていくことが、齟齬が無いと思っております。 

○八田座長 わかりました。 

 それから、都市農業振興基本法は、基本的には国土交通省さんの所管ですか。 

○梛野課長 農水省との共管になります。 

○八田座長 そうすると、なかなかここでお願いしたとおりになるかどうかは、農水省の

考えもあるということになりますね。 

○梛野課長 はい。 

○八田座長 ということは、私どもの要望は強くお伝えして、これからも情報交換を密に

していかせていただきたいと思っております。 

○阿曽沼委員 お願いとしては、年度をまたぐ、全国措置が遅くなるとすれば、それを見
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据えて特区で最初に先ずは先行してやってみる事にして欲しいと思います。国家戦略特区

では地域限定保育士の例がありましたので、本件もそういうことができる様に御検討いた

だきたいと思います。 

○八田座長 ということで、どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 


